
新型コロナウイルス感染症関連情報 ※6月1日時点の情報で作成

　４回目接種は、新型コロナウイルス感染症にかかったときの重症化予防を目的に、３回目接種を受けた日から５カ月を経過し、接種を希
望する下記対象者に実施します。

市内約３00カ所で実施。まずは、かかりつけ医での接種の検討を

阪神西宮会場、市立中央病院、西宮北口アクタ会場、塩瀬公民館　→
甲子園特設会場、山口ホール　→　

3回目接種完了日 発送日(予定)
2月16日～28日 6月22日

対　象 申請 支給予定
児童扶養手当
受給世帯 令和4年(2022年)4月分の児童扶養手当の支給を受ける人 不要

(対象者にお知らせを送付) 6月下旬

公的年金等
受給世帯

公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童
扶養手当の支給を受けていない人　

必要 7月以降
家計急変世帯

令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童
扶養手当受給者と同水準になっている人　

ひとり親世帯分国制度児童１人につき５万円支給

　新型コロナウイルス感染症の影響が長
期化する中で、食費等の物価高騰等に直
面する低所得の子育て世帯に対し、対象
児童1人につき５万円を支給します。
　ひとり親世帯分の申請方法やひとり親
世帯以外への支給は、詳細が決まり次第、
本紙等でお知らせします。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

申請期限8/31まで

生活困窮者自立支援金 西宮市新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金事務センター

【受付時間】9:00～17:３0 (土・日曜、祝・休日を除く）
0798・81・3486 ＨＰ ５9３199５2

　厚生労働省が行う、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初
回支給を終えた世帯への最大３カ月分の再支給を含む)の申請期限が8月３1
日に延長されました。対象となり得る世帯には、市から順次申請書類等を
送付します。支給要件など詳しくは、市のホームページでご確認ください。求職活動要件を一部緩和

3回目接種完了日 発送日(予定)
３月  1日～1５日 7月  6日

場　面
身体的距離(※1)が確保できる 身体的距離(※1)が確保できない
屋内(※2) 屋外 屋内(※2) 屋外

会  

話

あり 着用を推奨 着用の必要
なし 着用を推奨 着用を推奨

ほとんどなし 着用の必要
なし

着用の必要
なし 着用を推奨 着用の必要

なし
(※1)…2㍍以上を目安　(※2)…外気が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

※４月末までに３回目接種が完了している人

体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない(できない)人もいます。接種の強制や差別、不利益な取り扱いを
行うことのないよう、ご理解とご協力をお願いします

ワクチン接種は
強制ではありません

発送日から1週間が経過しても接種券が届かない場合や送付先を変更する場合は
市HPから手続き、またはコールセンターへご連絡を

いずれかの方法で予約を

　厚生労働省は、身体的距離や会話の有無によるマスクの着用について、
考え方を発出しました。着用が推奨される場面、着用の必要がない場面
などを確認し、適切な着用を心掛けましょう。

※知的障害や感覚過敏等の理由で、マスクを着用できない人もいます。「何か事情が
　あるかもしれない」と考えるなど、思いやりのある行動をお願いします

子育て手当課（0798・35・3190） 子育て世帯特別給付金担当（0798・35・1800）問 6月24日以降は ＨＰ 90106435

予約受付中
予約開始は6月15日 12時半〜

60歳以上の人
対象、接種券の発送・申請 接種会場

個別医療機関

☎0798・26・2240 FAX  0798・33・1174 受付時間 9:00〜19:00（土・日曜、祝・休日は17:00まで）新型コロナウイルス医療相談窓口

集団接種会場

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

0120・ ・622 999 9：00〜17：30受付
時間 （土・日曜、祝・休日も受付）

４回目接種 使用ワクチン：ファイザー社、武田/モデルナ社新型コロナワクチン接種関連情報

呼吸器機能障害の身体障害手帳の所持者など、市が把握している
基礎疾患を有する人

6月15日発送

上記以外の１8歳以上５9歳以下で基礎疾患を有する人、新型コロナウ
イルス感染症に感染した場合に重症化リスクが高いと医師が認める人

要申請 市HPから申請またはコールセンターへ連絡
(接種対象かどうかはかかりつけ医に相談を)

おくすり手帳の持参、会場内でのマスクの着用に
ご協力をお願いします

予約方法
・市HPでWEB予約　・かかりつけ医に問合せ
・コールセンターで予約

感染対策とマスクの適切な着用にご協力を

熱中症予防の観点から、屋外の「着用の必要がない」場面では、
マスクを外すことを推奨

ランニングなど離れて行う運動
鬼ごっこなど密にならない外遊び

通勤電車の中
徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うような場面

高齢者と会う、病院に行くなどの場面ではマスクを着用

■

■

施設等でのマスクの着用は、上記場面に関わらず施設管理者の指示に従ってください

（2）� 令和4年（2022年）６月10日


